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告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下「
要
綱
」と
い
う
。）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
エ
ー
シ
ー

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
昭
和
町
一
番
三
十
七
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

真
野　

仁
希

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
山
崎
十
四
番
一
、
十
四
番
八
、
十
七
番
五
、
二
十
八
番
地

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　

�　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

三
百
号
）
第
七
条
第
七
号
）、
木
く
ず
又
は
が
れ
き
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
八
号
の
二
）

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
金
属
く
ず
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず

五　

申
請
年
月
日

　
　

令
和
四
年
五
月
三
十
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

　

２�　

縦
覧
期
間　

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

令
和
四
年
八
月
九
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

　

３�　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

発　　　　行
宮 城 県
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

富
谷
市
明
石
台
東
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

富
谷
市
明
石
台
二
丁
目
二
十
二
番
地
十

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
四
年
六
月
十
七
日

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

伊
具
郡
丸
森
町
字
飯
泉
一
番
一
の
一
部
、
字
飯
塚
七
十

七
番
の
一
部
、
七
十
八
番
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

�
丸
森
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
五
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
医
療
法
人
杏
林
会
介
護
老
人
保
健
施
設
リ
ハ
ビ
リ
パ
ー
ク
高
砂
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

サ
テ
ラ
イ
ト
老
健
け
や
き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
宮
城
野
区
東
仙
台
四
丁
目
一
番
二
〇
号

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
い
こ
い
の
郷
・
燕
沢
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

有
料
老
人
ホ
ー
ム
こ
う
よ
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
宮
城
野
区
東
仙
台
四
丁
目
一
番
二
〇
号

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
15号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
14項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
令
和
４
年
６
月
24日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
令
和
４
年
３
月
29日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
令
和
４
年
５
月
20日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

75,180,524円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

215,648,384円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

290,828,908円

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

78,420,930円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

236,737,768円
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合
　
　
計
�

315,158,698円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
「
令
和
３
年
度
県
税
事
務
運
営
」
及
び
「
第
５
次
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
を
踏
ま
え
，「
令

和
３
年
度
大
河
原
県
税
事
務
所
運
営
方
針
」
を
策
定
し
，
税
収
の
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
と
の
徴
収
対
策
の
連
携
・
協
働
の
も
と
，
宮
城
一
斉
滞
納
整
理
強
化

月
間
に
１
市
６
町
と
共
同
催
告
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
地
方
税
法
第
48条
に
基
づ
き
，
２
市
３
町
の
徴
収
困
難

事
案
等
に
つ
い
て
徴
収
及
び
滞
納
処
分
の
引
継
を
受
け
て
直
接
徴
収
を
実
施
し
た
ほ
か
，
県
税
還
付
金
の
情
報

提
供
に
よ
る
差
押
支
援
な
ど
に
よ
り
滞
納
整
理
を
推
進
し
た
。
こ
の
ほ
か
，
特
別
徴
収
へ
の
切
替
を
事
業
者
に

共
同
で
勧
奨
す
る
な
ど
滞
納
の
発
生
防
止
に
も
取
り
組
ん
だ
。

　
　
　
�　
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し
，
対
象
を
厳
選
し
て
訪

問
に
よ
る
納
税
勧
奨
を
実
施
し
た
ほ
か
，
財
産
調
査
の
早
期
着
手
と
，
預
貯
金
や
給
与
な
ど
取
立
の
確
実
性
の

高
い
債
権
を
中
心
と
し
た
差
押
を
実
施
し
た
。
ま
た
，
高
額
・
長
期
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
，
事
案
検
討
会
に

お
い
て
整
理
状
況
を
共
有
し
，
処
理
方
針
を
定
め
て
対
応
し
た
ほ
か
，
滞
納
処
分
に
関
す
る
研
修
会
等
に
参
加

し
て
，
徴
収
技
術
の
向
上
を
図
っ
た
。

　
　
　
�　
こ
の
ほ
か
，
納
税
資
力
が
十
分
で
な
い
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
，
納
税
の
猶
予
や
滞
納
処
分
の
執
行
停
止

な
ど
納
税
の
緩
和
措
置
を
適
用
し
，
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
た
。

　
⑵
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

205,109,657円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

158,876,020円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

363,985,677円

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

107,945,959円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

193,570,207円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

301,516,166円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
第
５
次
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
，
令
和
３
年
度
県
税
事
務
運
営
及
び
令
和
３
年
度
県
税
事
務
実

施
計
画
に
基
づ
き
，
収
入
未
済
額
縮
減
と
税
収
確
保
に
努
め
た
が
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

に
係
る
緊
急
事
態
宣
言
や
蔓
延
防
止
等
重
点
措
置
の
継
続
的
な
発
令
等
で
，
滞
納
処
分
の
計
画
的
執
行
が
困
難

な
期
間
も
あ
っ
た
。

　
　
　
�　
そ
の
よ
う
な
中
，
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
仙
台
南
地
方
住
民
税
徴
収
確
保
対
策
会
議
及
び
徴
収
担
当
職

員
研
修
を
開
催
し
，
管
内
市
町
と
の
連
携
強
化
や
徴
収
ス
キ
ル
向
上
を
図
る
と
と
も
に
，
当
所
職
員
を
市
町
職

員
に
併
任
発
令
し
，
市
町
の
要
望
に
応
じ
て
県
税
還
付
金
差
押
支
援
な
ど
を
行
い
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努

め
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
収
入
未
済
の
増
加
要
因
で
あ
る
上
記
感
染
症
に
係
る
特
例
徴
収
猶

予
額
に
つ
い
て
，
対
象
者
に
猶
予
期
限
や
猶
予
額
の
通
知
等
を
行
い
，
期
限
内
の
納
付
に
つ
い
て
納
税
勧
奨
を

実
施
し
た
。
ま
た
，
財
産
調
査
の
計
画
的
な
実
施
と
と
も
に
，
預
貯
金
等
の
換
価
・
取
立
が
容
易
な
債
権
は
，

預
貯
金
照
会
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
，
よ
り
効
率
的
な
調
査
及
び
差
押
等
の
滞
納
処
分
に
努
め
た
。

　
⑶
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�
1,129,048,947円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

564,096,230円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
1,693,145,177円

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

589,025,667円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

664,034,191円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
1,253,059,858円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
（
平
成
31年
３
月
策
定
），
令
和
３
年
度
県
税
事
務
運
営
及
び
令
和
３

年
度
県
税
事
務
実
施
計
画
に
基
づ
き
，
納
期
内
納
税
を
広
報
す
る
ほ
か
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
を
引
き
続
き
受
け
て
い
る
滞
納
者
に
あ
っ
て
は
，
収
入
等
の
状
況
に
応
じ
て
納
税
緩
和
制
度
を
適
用
し
な
が

ら
，
滞
納
整
理
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
賦
課
徴
収
を
行
っ
て
い
る
仙
台
市
と
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
を
開
催
す
る
ほ

か
，
県
税
還
付
金
の
情
報
提
供
（
4,192件

），
車
両
保
有
状
況
調
査
支
援
（
13件
）
等
の
徴
収
支
援
対
策
に
取
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り
組
み
，
税
収
の
確
保
と
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。
引
き
続
き
仙
台
市
と
の
連
携
を
図
り
，
収
入
未
済

額
の
縮
減
に
努
め
る
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
納
税
資
力
が
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
，
滞
納
し
て
い
る
滞
納
者
に

対
し
て
は
，
換
価
が
容
易
な
預
金
・
給
与
等
の
債
権
を
中
心
に
積
極
的
に
差
押
等
の
滞
納
処
分
を
行
っ
た
。

　
　
　
（
差
押
件
数
計
195件

，
換
価
・
取
立
　
158件

　
8,614千

円
）

　
　
　
�　
な
お
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減
収
等
，
個
別
滞
納
者
の
実
態
把
握
を
行
い
，
滞
納

整
理
を
進
め
，
こ
れ
ま
で
同
様
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
る
。

　
⑷
　
仙
台
北
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

238,950,118円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

171,685,216円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

410,635,334円

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

167,549,020円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

146,794,618円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

314,343,638円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
関
し
て
は
，
税
務
課
策
定
の
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
県
税

事
務
運
営
」
に
基
づ
き
，
毎
年
度
，
当
所
独
自
の
事
務
実
施
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
，
県
税
滞
納
額
縮
減

対
策
目
標
を
設
定
し
，
縮
減
目
標
達
成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
市
町
村
の
徴
収
努
力
な

ど
に
よ
り
着
実
に
縮
減
し
て
き
た
収
入
未
済
額
は
，
平
成
29年
度
を
底
に
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
，

新
た
な
滞
納
整
理
手
法
も
取
り
入
れ
な
が
ら
，
縮
減
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
市
町
村
と
の
併
任
制
度
を
活
用
し
た
実
働
組
織
「
チ
ー
ム
T
.O
.T
.O
」
に
よ
り
，

新
た
に
徴
収
困
難
案
件
の
協
働
滞
納
整
理
を
行
う
と
と
も
に
，
特
別
徴
収
義
務
者
へ
の
協
働
滞
納
整
理
（
文
書

催
告
，
訪
宅
等
）
等
を
市
町
村
職
員
と
引
き
続
き
協
働
実
施
し
て
，
滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
た
ほ
か
，
自
動
車

税
等
還
付
金
の
差
押
支
援
や
共
同
催
告
，
さ
ら
に
市
町
村
支
援
と
し
て
，
市
町
村
職
員
の
滞
納
整
理
技
術
の
向

上
の
た
め
の
研
修
会
の
開
催
な
ど
，
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
　
　
�　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
訪
宅
や
預
金
調
査

な
ど
に
制
約
も
あ
っ
た
た
め
，
預
貯
金
調
査
に
お
い
て
は
，
照
会
の
迅
速
化
等
を
図
る
た
め
，
新
た
に
オ
ン
ラ

イ
ン
預
貯
金
照
会
シ
ス
テ
ム
の
利
用
を
開
始
し
，
可
能
な
限
り
早
期
に
納
税
資
力
の
把
握
に
努
め
，
納
税
資
力

の
あ
る
滞
納
者
へ
は
差
押
え
を
中
心
と
し
た
滞
納
処
分
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
一
方
，
納
税
資
力
の
な
い

滞
納
者
に
対
し
て
は
，
納
税
緩
和
措
置
を
適
用
し
た
ほ
か
，
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
徴

収
猶
予
特
例
の
適
用
を
受
け
て
い
る
納
税
者
に
対
し
て
は
，
猶
予
期
限
到
来
前
に
猶
予
期
限
の
終
了
を
確
実
に

周
知
し
て
納
税
を
促
し
，
引
き
続
き
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は
既
存
の
納
税
緩
和
措
置
を
講
じ
る
な
ど
，
納
税

者
の
置
か
れ
た
状
況
に
配
慮
し
な
が
ら
適
切
な
対
応
に
努
め
て
い
る
。

　
⑸
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
会
計
事
務
等
に
係
る
内
部
牽
制
に
お
い
て
不
適
切
な
対
応
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
及
び
是
正
さ
れ
る
よ

う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
１
�　
令
和
２
年
度
及
び
令
和
３
年
度
の
会
計
事
務
指
導
検
査
に
お
い
て
，
同
様
の
不
備
が
継
続
し
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
，
さ
ら
に
新
た
な
不
備
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
，
改
善
や
是
正
に
向
け
た
十
分
な
取

組
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
，
地
方
出
納
員
と
し
て
の
審
査
確
認
及
び
管
理
職
と
し
て
の
職
員
の
フ
ォ
ロ
ー
を

含
め
た
指
揮
監
督
も
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
も
の
。

　
　
　
　
２
�　
個
人
住
民
税
の
支
払
遅
延
並
び
に
現
金
領
収
書
の
受
払
簿
の
未
記
入
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
，
定
期
監

査
に
お
い
て
も
同
様
の
不
備
が
確
認
さ
れ
た
も
の
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
会
計
事
務
に
関
す
る
知
識
の
不
足
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
，
ま
ず
は
令
和
３
年
度
の
不
備
に
つ
い
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
把
握
・
原
因
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
出
納
員
及
び
会
計
事
務
担
当
者
は
，
研
修

受
講
の
ほ
か
，
会
計
事
務
の
手
引
き
，
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
等
の
各
種
資
料
に
よ
り
知
識
の
習
得
に
努
め
る
。

　
　
　
�　
ま
た
，
財
務
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
未
支
出
（
未
確
認
決
議
）
パ
ト
ロ
ー
ル
や
定
例
的
な
支
出
の
チ
ェ
ッ
ク
に

よ
り
，
業
務
の
進
行
管
理
を
行
う
と
と
も
に
，
現
金
受
領
か
ら
納
付
に
至
る
ま
で
の
フ
ロ
ー
図
と
こ
れ
に
沿
っ

た
各
種
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
，
管
理
職
員
と
庶
務
担
当
以
外
の
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の

強
化
を
図
る
。

　
⑹
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統

制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。
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（
内
容
）

　
　
　
　
１
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
，
納
入
す
べ
き
金
額
と
異
な
る
金
額
の
払
出
し
を
行

い
，
不
足
額
を
立
替
払
い
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
正
払
出
金
額
　
8,300円

　
　
　
　
　
・
誤
払
出
金
額
　
8,250円

　
　
　
　
　
・
立
替
払
額
　
　
　
�50円

　
　
　
　
２
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
12月
期
期
末
手
当
に
係
る
所
得
税
に
つ
い
て
，
払
出
し
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た

も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
控
除
額
　
19,764円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
１
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
個
人
住
民
税
の
払
出
金
額
を
誤
認
し
た
う
え
，
不
足
分
に
つ
い
て
会
計
年
度
任
用

職
員
よ
り
現
金
を
徴
収
し
支
払
い
を
行
う
と
い
う
誤
っ
た
方
法
に
よ
り
処
理
し
た
こ
と
で
生
じ
た
。
こ
の
た

め
，
令
和
４
年
３
月
末
に
会
計
年
度
任
用
職
員
に
還
付
し
た
。

　
　
　
２
�　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
賞
与
支
給
時
に
控
除
し
歳
入
歳
出
外
現
金
に
受
け
入
れ
た
も
の
の
，
払
出
の
失
念

と
支
払
時
期
に
つ
い
て
の
認
識
不
足
に
よ
り
生
じ
た
。
令
和
４
年
３
月
末
に
令
和
２
年
度
冬
季
期
末
手
当
分

所
得
税
と
し
て
19,764円

を
国
に
納
付
し
た
。
今
後
，
出
納
員
及
び
会
計
事
務
担
当
者
は
改
め
て
研
修
受
講

や
各
種
資
料
に
よ
り
知
識
の
習
得
に
努
め
る
。
ま
た
，
事
務
進
捗
状
況
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
作
成
す

る
こ
と
で
見
え
る
化
を
図
り
，
再
発
防
止
を
徹
底
す
る
。

　
⑺
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら

れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

5,582,642円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
71,548,583円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
77,131,225円

　
　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

8,607,483円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
�
70,092,202円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
�
78,699,685円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
・
�被
保
護
世
帯
の
収
入
は
申
告
に
よ
り
適
時
確
認
し
て
い
る
が
，
調
査
に
よ
り
未
申
告
の
収
入
が
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
。

　
　
　
　
�未
申
告
収
入
相
当
額
の
生
活
保
護
扶
助
費
に
つ
い
て
返
還
を
求
め
た
が
，
調
査
判
明
時
点
で
返
還
対
象
額
を

既
に
消
費
し
て
い
た
被
保
護
世
帯
が
あ
り
，
返
還
さ
れ
ず
収
入
未
済
と
な
っ
た
。

　
　
　
・
�未
収
債
権
の
縮
減
を
図
る
た
め
，
所
長
以
下
幹
部
職
員
が
出
席
す
る
「
生
活
保
護
業
務
適
正
化
会
議
」
を
随

時
開
催
し
，
未
収
債
権
の
納
付
状
況
を
踏
ま
え
た
適
切
な
納
付
指
導
を
徹
底
す
る
ほ
か
，
未
収
債
権
の
新
規

発
生
を
抑
制
す
る
た
め
，
被
保
護
世
帯
の
収
入
の
適
時
・
適
切
な
把
握
に
必
要
な
訪
問
調
査
活
動
の
実
施
に

つ
い
て
進
行
管
理
を
行
っ
た
。

　
　
　
・
�令
和
３
年
10月
～
12月
の
３
か
月
間
を
「
未
収
債
権
回
収
強
化
月
間
」
に
設
定
し
，
履
行
延
期
特
約
承
認
に

基
づ
く
分
割
納
入
（
納
付
）
の
不
履
行
を
含
む
令
和
３
年
９
月
15日
時
点
の
滞
納
案
件
174件

，
42,703,417

円
を
対
象
と
し
て
催
告
書
等
を
送
付
す
る
と
と
も
に
，
期
限
ま
で
に
納
入
や
連
絡
の
無
か
っ
た
滞
納
者
に
つ

い
て
は
，
令
和
４
年
２
月
末
ま
で
電
話
催
告
や
訪
問
に
よ
る
納
付
指
導
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

　
　
　
・
�過
年
度
分
の
未
収
債
権
と
し
て
は
，「
未
収
債
権
回
収
強
化
月
間
」
の
取
組
み
に
よ
っ
て
，
19件
，
4,138,844

円
の
納
付
約
束
（
分
納
再
開
を
含
む
）
が
あ
り
，
令
和
４
年
３
月
末
時
点
の
納
付
額
は
566,910円

と
な
っ

て
い
る
。

　
　
　
　
�新
た
な
債
権
の
発
生
防
止
と
し
て
は
，
家
庭
訪
問
調
査
に
お
い
て
被
保
護
世
帯
の
収
入
を
含
め
た
実
態
把
握

に
努
め
，
年
１
回
保
護
の
し
お
り
を
用
い
て
，
被
保
護
世
帯
に
対
し
収
入
申
告
の
義
務
を
説
明
し
理
解
さ
せ

る
と
と
も
に
，
家
庭
訪
問
調
査
に
お
い
て
収
入
申
告
書
を
徴
収
し
，
年
齢
到
達
に
よ
る
年
金
受
給
権
発
生
等
，

被
保
護
世
帯
の
生
活
状
況
に
よ
っ
て
収
入
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
に
つ
い
て
は
，
事
前
に
収
入

時
期
を
把
握
し
て
い
く
。

　
⑻
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
Ｒ
２
名
取
地
区
（
農
地
復
興
）
－
245号

名
取
地
区
西
部
分
区
外
確
定
測
量
補
足
業
務
に
係
る
契
約
保
証

金
に
つ
い
て
，
完
了
検
査
後
に
受
注
者
に
返
還
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件
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・
未
払
出
額
　
212,630円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
当
初
契
約
時
は
契
約
金
額
少
額
で
免
除
し
た
が
，
最
終
変
更
契
約
で
著
し
い
増
額
と
な
っ
た
た
め
契
約
保
証

を
求
め
，
保
証
金
が
Ｒ
３
.�３
.�11に

納
付
さ
れ
た
。

　
　
　
�　
Ｒ
３
.�３
.�19業

務
完
了
し
た
が
，
受
注
者
か
ら
保
証
金
の
払
戻
請
求
が
さ
れ
ず
，
当
所
も
年
度
末
の
業
務
処

理
に
忙
殺
さ
れ
，
照
会
作
業
を
失
念
し
た
こ
と
か
ら
，
払
出
処
理
が
遅
延
し
た
も
の
。

　
　
　
　
Ｒ
３
.�12.�３

に
払
出
が
完
了
し
た
。

　
　
　
�　
今
後
の
再
発
防
止
策
と
し
て
，
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
簿
に
確
認
欄
を
設
け
て
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
化
し
，
処

理
状
況
を
定
期
的
に
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
，
現
金
保
証
の
契
約
の
委
託
料
・
工
事
請
負
費
の
財
務
帳
票
に
付
箋
を
付
し
，
支
払
処
理
時
に
気
づ
け

る
よ
う
改
善
し
た
。

　
⑼
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制

の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
工
事
に
お
い
て
，
監
督
員
の
不
在
期
間
が
発
生
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
３
件

　
　
　
　
　
・
工
事
名
　
⑴
　
平
成
30年
度
漁
環
交
浦
－
Ａ
01号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦
の
浜
漁
港
浦
の
浜
地
区
環
境
整
備
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑵
　
平
成
30年
度
県
債
海
交
復
浦
－
Ａ
01号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦
の
浜
漁
港
浦
の
浜
地
区
防
潮
堤
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑶
　
平
成
30年
度
海
交
復
浦
－
Ａ
02号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浦
の
浜
漁
港
浦
の
浜
地
区
陸
閘
製
作
据
付
工
事

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
監
督
員
の
病
気
に
よ
る
休
業
期
間
が
，
当
初
の
診
断
よ
り
長
引
き
，
結
果
的
に
監
督
員
変
更
の
時
期
を
失
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
今
後
は
，
休
業
者
が
出
な
い
よ
う
，
職
員
の
健
康
状
態
等
に
つ
い
て
，
事
務
所
全
体
で
，
こ
れ
ま
で
以
上
に

細
心
の
注
意
を
払
い
，
職
員
が
休
業
し
た
場
合
に
は
，
部
長
や
所
長
へ
随
時
報
告
相
談
し
，
総
務
部
や
本
庁
と

も
情
報
を
共
有
す
る
。

　
　
　
�　
ま
た
，
こ
れ
ま
で
も
各
現
場
に
主
担
当
（
監
督
員
）
と
副
担
当
を
定
め
て
い
た
が
，
以
後
，
副
担
当
が
日
常

的
に
主
担
当
業
務
の
補
助
を
行
う
体
制
を
さ
ら
に
徹
底
し
，
休
業
者
等
が
発
生
し
た
場
合
は
，
休
業
期
間
や
業

務
の
難
易
度
等
を
考
慮
し
て
，
副
担
当
を
監
督
員
と
す
る
対
応
を
と
る
な
ど
，
速
や
か
に
監
督
職
員
の
変
更
手

続
き
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　
⑽
　
仙
台
土
木
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
賃
貸
借
契
約
に
係
る
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
，
契
約
期
間
満
了
後
に
受
注
者
に
返
還
し
て
い
な
か
っ
た
も

の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
669,600円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
本
事
案
は
，
物
件
の
リ
ー
ス
契
約
に
あ
た
り
，
契
約
業
者
か
ら
預
か
っ
た
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
，
契
約
期

間
が
終
了
し
た
後
も
業
者
に
対
し
て
返
還
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
そ
の
原
因
と
し
て
は
，
契
約
期
間
が
平
成
28年
度
か
ら
令
和
２
年
度
末
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
り
，
そ
の
間

の
担
当
者
及
び
組
織
と
し
て
の
事
務
引
継
・
情
報
共
有
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
，
並
び
に
契
約

業
者
か
ら
の
請
求
行
為
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。　

　
　
　
�　
当
該
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
は
，
定
期
監
査
で
指
摘
を
受
け
た
後
，
直
ち
に
業
者
か
ら
契
約
保
証
金
払
戻
請

求
書
を
徴
し
，
支
払
い
を
完
了
し
た
。

　
　
　
　
上
記
事
案
の
発
生
に
対
し
，
次
の
再
発
防
止
策
を
と
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
・
担
当
者
間
で
の
適
切
な
事
務
引
継
と
組
織
内
（
部
内
，
班
内
）
で
の
情
報
共
有
を
徹
底
す
る
。

　
　
　
　
・
�財
務
シ
ス
テ
ム
の
「
歳
入
歳
出
外
現
金
整
理
表
」
配
信
時
に
「
残
額
」
及
び
「
内
訳
」
に
つ
い
て
「
歳
入

歳
出
外
現
金
払
出
一
覧
」
に
よ
り
確
認
し
，
個
別
の
未
払
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，
総
務
班
・
経
理

班
で
情
報
を
共
有
す
る
。

　
　
　
　
・
契
約
相
手
方
に
対
し
て
も
，
業
務
完
了
後
の
速
や
か
な
請
求
書
提
出
を
求
め
る
こ
と
を
徹
底
す
る
。

　
⑾
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
予
算
調
整
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整

備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）
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�　
令
和
元
年
度
に
お
い
て
，
同
年
度
契
約
の
委
託
契
約
１
件
及
び
工
事
請
負
契
約
１
件
に
つ
い
て
，
精
算
調

書
作
成
の
際
，
前
金
払
済
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
額
全
額
を
繰
越
と
し
て
事
務
処
理
を
行
い
，
予

算
不
足
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
，
完
了
払
済
で
あ
っ
た
他
の
工
事
請
負
契
約
の
一
部
に
つ
い
て
，
年
度
訂
正
を

行
う
こ
と
に
よ
り
，
不
足
し
た
予
算
を
確
保
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
23,990,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
本
事
案
は
，
令
和
元
年
度
に
お
い
て
，
前
金
払
を
し
た
契
約
２
件
の
予
算
が
不
足
し
た
こ
と
に
よ
り
，
精
算

の
際
，
他
の
工
事
に
つ
い
て
年
度
訂
正
の
処
理
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
精
算
調
書
を
作
成
す
る
事
業
担
当
者
と
支
出
を
行
う
経
理
担
当
者
と
の
間
で
，
定
期
的
に
契
約
ご
と
の
支
出

負
担
行
為
額
及
び
支
出
命
令
額
等
に
つ
い
て
相
互
に
確
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
，
確
認
を
怠
っ
て
い
た
こ

と
，
事
業
担
当
者
の
予
算
執
行
に
対
す
る
知
識
の
不
足
や
所
内
に
お
け
る
予
算
執
行
管
理
が
十
分
で
な
か
っ
た

こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。

　
　
　
�　
事
業
担
当
者
と
経
理
担
当
者
と
の
間
で
，
経
理
担
当
者
が
作
成
す
る
「
契
約
状
況
一
覧
表
」
等
を
基
に
，
毎

月
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
の
支
出
内
容
と
契
約
の
執
行
状
況
の
一
致
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
予
算
に
関
す
る

「
事
業
進
行
管
理
会
議
」
を
毎
月
開
催
し
，
契
約
手
続
に
関
す
る
確
認
や
所
内
で
の
情
報
共
有
等
を
行
い
，
事

業
毎
の
進
行
管
理
を
徹
底
し
，
再
発
防
止
を
図
っ
て
い
る
。

　
⑿
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
補
償
金
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
延
滞
金
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内

部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
令
和
元
年
度
貞
山
２
号
上
屋
基
礎
転
石
撤
去
工
事
に
伴
う
電
線
移
転
工
事
の
補
償
金
に
つ
い
て
，
支
払
期

限
に
遅
延
し
，
延
滞
金
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
248,126円

　
　
　
　
　
・
延
滞
金
　
　
3,900円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
本
事
案
は
，
電
力
会
社
に
対
す
る
補
償
金
に
つ
い
て
，
本
来
契
約
締
結
時
に
処
理
す
べ
き
支
出
負
担
行
為
を

遺
漏
し
た
結
果
，
残
り
の
全
て
の
補
償
費
を
別
の
節
に
流
用
及
び
節
更
正
し
た
た
め
予
算
不
足
と
な
り
，
令
和

元
年
度
の
出
納
整
理
期
間
内
で
の
支
払
い
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
，
延
滞
金
が
発
生
し
た
も
の
で
あ

る
。

　
　
　
�　
補
償
金
に
限
ら
ず
，
契
約
締
結
時
に
は
事
業
担
当
者
か
ら
経
理
担
当
者
に
契
約
書
写
し
を
提
出
し
，
支
出
負

担
行
為
の
処
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
，
予
算
に
関
す
る
「
事
業
進
行
管
理
会
議
」
を
毎
月
開
催
し
，
契
約
手

続
に
関
す
る
確
認
や
所
内
で
の
情
報
共
有
等
を
行
い
，
事
業
毎
の
進
行
管
理
を
徹
底
し
，
再
発
防
止
を
図
っ
て

い
る
。

　
⒀
　
美
術
館

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
遅
延
に
よ
る
督
促
手
数
料
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し

な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
６
月
分
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
，
納
付
期
限
に
遅
延
し
，
督
促
手
数
料
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
　
　
　
32,700円

　
　
　
　
　
・
督
促
手
数
料
　
　
�100円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
令
和
２
年
７
月
末
に
富
谷
市
か
ら
，
住
民
税
の
督
促
状
が
届
き
，
要
因
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
，
同
年
６
月
分

住
民
税
を
本
来
富
谷
市
に
納
付
す
べ
き
も
の
を
誤
っ
て
仙
台
市
へ
納
付
し
た
こ
と
で
，
富
谷
市
の
納
付
期
限
ま

で
の
納
付
が
で
き
ず
，
督
促
手
数
料
が
発
生
し
た
。

　
　
　
�　
そ
の
原
因
と
し
て
，
特
別
徴
収
市
民
税
県
民
税
納
付
書
の
金
額
を
記
載
す
る
際
，
別
途
作
成
し
て
い
る
歳
入

歳
出
外
現
金
の
受
入
一
覧
表
と
の
突
合
に
お
い
て
，
金
額
の
確
認
は
し
た
も
の
の
，
納
付
先
の
確
認
を
失
念
し
，

４
，
５
月
分
と
同
様
に
金
額
を
手
書
き
し
た
仙
台
市
の
納
入
書
に
富
谷
市
及
び
仙
台
市
等
を
含
め
た
控
除
金
額

を
記
入
し
，
仙
台
市
へ
納
付
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
�　
再
発
防
止
策
と
し
て
，
市
町
村
ご
と
に
納
付
金
額
を
確
認
で
き
る
一
覧
表
を
作
成
し
，
納
入
書
は
各
市
町
村

か
ら
送
付
さ
れ
る
印
字
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
で
，
納
付
誤
り
の
防
止
を
図
る
。
ま
た
，
納
付
時
に
公

共
料
金
等
資
金
前
渡
職
員
か
ら
払
戻
請
求
書
に
届
出
印
を
も
ら
う
際
に
，
歳
入
歳
出
外
現
金
払
出
決
議
書
と
払

戻
請
求
書
，
納
付
先
市
町
村
の
納
入
書
を
突
合
し
，
確
認
を
行
う
。

　
⒁
　
仙
台
第
二
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
に
お
い
て
，
著
し
く
適
正
さ
を
欠
き
速
や
か
に
改
善
を
要
す
る
も
の
が
認
め

ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）
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�　
世
帯
の
合
算
所
得
金
額
が
当
該
受
給
資
格
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認
す
べ
き
と
こ
ろ
,こ
れ
を
怠
り

認
定
可
と
し
て
支
給
し
，
そ
れ
を
授
業
料
に
係
る
債
権
の
弁
済
に
充
て
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
49件

　
　
　
　
　
　
（
う
ち
返
還
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
34件
，
3,831,300円

）

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
就
学
支
援
金
認
定
事
務
に
お
い
て
一
部
の
世
帯
の
所
得
確
認
を
し
な
い
ま
ま
認
定
手
続
き
を
行
っ
た
も
の
。

保
護
者
に
対
し
て
，
経
緯
の
説
明
と
謝
罪
を
行
う
と
と
も
に
，
授
業
料
の
納
入
が
必
要
と
な
っ
た
世
帯
に
は
，

授
業
料
の
納
入
を
お
願
い
し
，
全
て
納
入
さ
れ
た
。

　
　
　
�　
再
発
防
止
策
と
し
て
は
，
就
学
支
援
金
認
定
事
務
の
際
に
，
事
務
室
内
で
複
数
の
職
員
で
複
数
回
確
認
を
行

う
よ
う
に
し
た
。
ま
た
，
事
務
室
職
員
全
員
が
制
度
に
関
し
て
理
解
を
更
に
深
め
，
適
正
に
認
定
を
行
っ
て
い

く
。

　
⒂
　
白
石
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
料
に
お
い
て
，
二
重
払
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対

策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
看
護
科
専
攻
科
生
徒
臨
地
実
習
指
導
業
務
に
つ
い
て
，
支
払
完
了
後
に
再
度
請
求
書
を
徴
収
し
支
払
を

行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
176,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
支
払
処
理
後
，
支
出
決
議
書
を
誤
っ
て
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
た
た
め
，
後
日
，
未
支
出
で
あ
る
と
錯
誤
し
，
請

求
書
の
再
発
行
を
依
頼
し
，
再
度
支
払
い
を
行
っ
た
も
の
。
担
当
者
が
二
重
払
に
気
づ
き
，
相
手
方
に
説
明
を

行
い
，
返
納
手
続
き
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
臨
地
実
習
関
係
の
委
託
に
つ
い
て
は
，
特
に
「
事
務
処
理
状
況
チ
ェ
ッ
ク
表
」
を
作
成
，
支
出
決
議
書
に
添

付
し
，
担
当
以
外
の
職
員
も
確
認
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
，
財
務
デ
ー
タ
で
執
行
状
況
を
こ
ま
め
に
確
認
す

る
よ
う
に
し
た
。

　
⒃
　
仙
台
二
華
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
せ
ず
，
他
団
体
か
ら
助
成
金
を
受
領
し
て
研
修
会
の
費
用
等
に
充
て
て
い
た
も
の
が

認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
３
件

　
　
　
　
・
金
額
　
2,350,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
学
校
長
が
申
請
し
た
助
成
金
に
つ
い
て
，
県
の
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
せ
ず
に
助
成
金
を
受
領
し
，
通
帳
で

管
理
執
行
を
行
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
�　
今
回
の
指
摘
に
対
し
て
は
，
管
理
職
間
で
共
有
し
，
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
す
る
場
合
の
取
扱
い
を
主
務
課

に
協
議
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
�　
今
後
，
主
務
課
か
ら
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
場
合
に
は
，
速
や
か
に
対
応
す
る
と
と
も
に
，
新
た
な
助
成
金

の
募
集
が
あ
っ
た
場
合
に
は
，
本
校
生
徒
の
た
め
，
当
該
資
金
の
必
要
性
を
判
断
し
，
適
切
に
対
応
す
る
。

　
⒄
　
黒
川
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整

備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
�　
委
託
業
務
に
お
い
て
，
提
出
さ
れ
た
成
果
品
に
手
直
し
が
必
要
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
履
行
期
間
の

延
長
に
係
る
変
更
契
約
を
行
う
こ
と
な
く
，
履
行
期
間
内
に
業
務
完
了
し
た
も
の
と
し
て
整
理
し
，
履
行
期

限
後
に
成
果
品
の
手
直
し
を
行
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
業
務
名
　
機
械
科
職
員
室
エ
ア
コ
ン
設
置
工
事
設
計
業
務

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
履
行
期
間
満
了
前
に
仮
の
成
果
品
に
よ
る
主
務
課
技
術
職
員
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
な
こ
と
，
チ
ェ
ッ
ク
後
の

完
成
版
で
履
行
期
間
内
に
検
査
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
，
履
行
期
間
内
の
完
了
が
難
し
い
場
合
は

履
行
期
間
を
延
長
す
る
変
更
契
約
の
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
知
識
・
認
識
不
足
に
よ
る
工
程
管
理
の
甘
さ

が
あ
っ
た
。
ま
た
，
主
務
課
や
業
者
と
の
調
整
不
足
も
あ
っ
た
。

　
　
　
�　
指
摘
を
受
け
た
後
は
，
職
員
ポ
ー
タ
ル
の
行
事
予
定
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
活
用
し
，
業
務
の
進
捗
を
事
務
室

内
で
「
見
え
る
化
」
し
，
内
部
統
制
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
，
内
部
統
制
推
進
員
の
責
務
と
し
て
，
委
託
契
約
期
間
に
応
じ
，
定
期
的
な
進
捗
確
認
を
行
う
こ
と
を

校
内
の
ル
ー
ル
と
定
め
，
適
切
な
事
業
管
理
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
今
後
は
，
今
回
の
反
省
を
踏
ま
え
，
設
計
業
務
委
託
に
限
ら
ず
，
会
計
処
理
に
関
す
る
規
則
等
を
遵
守
し
，

適
切
な
事
務
処
理
を
進
め
て
い
く
。
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収
用
委
員
会

雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
⒅
　
水
産
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
教
育
財
産
に
お
い
て
，
引
き
続
き
財
産
の
報
告
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今

後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
取
得
し
た
第
二
グ
ラ
ウ
ン
ド
防
砂
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
，財
産
の
異
動
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
台
帳
価
格
　
9,212,000円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
主
務
課
に
お
い
て
発
注
・
施
工
さ
れ
，
完
成
検
査
を
実
施
し
た
工
事
で
あ
り
，
主
務
課
か
ら
完
成
検
査
復
命

書
を
受
領
後
，
速
や
か
に
財
産
取
得
に
係
る
手
続
き
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
，
完
成
検
査
復
命
書
の
写
し
が
提
示

さ
れ
ず
，
事
務
手
続
き
を
失
念
し
，
令
和
３
年
12月
８
日
の
事
務
局
監
査
で
指
摘
を
受
け
，
判
明
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
�　
指
摘
を
受
け
た
同
日
，
主
務
課
に
連
絡
し
，
完
成
検
査
復
命
書
写
し
の
提
示
を
受
け
，
令
和
３
年
12月
10日

に
教
育
財
産
取
得
報
告
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
再
発
防
止
策
と
し
て
，
複
数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
「
工
事
等
に
伴
う
諸
手
続
き
状
況
一
覧
」
を

作
成
し
，
事
務
室
内
で
進
捗
状
況
等
を
共
有
す
る
こ
と
で
，
内
部
統
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
⒆
　
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
�　
収
入
証
紙
の
貼
用
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内

部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
入
学
者
選
抜
手
数
料
に
係
る
収
入
証
紙
貼
用
実
績
簿
の
作
成
が
な
く
，消
印
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
80件

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
�　
入
学
願
書
等
の
受
付
は
，
事
務
職
員
の
み
が
行
い
，
そ
の
後
，
入
試
担
当
教
員
に
書
類
が
引
き
継
が
れ
た
が
，

消
印
事
務
の
認
識
が
十
分
で
無
か
っ
た
た
め
，
収
入
証
紙
が
未
消
印
の
ま
ま
保
管
さ
れ
た
も
の
。
指
摘
後
，
収

入
証
紙
貼
用
実
績
簿
を
作
成
し
，
消
印
を
行
っ
た
。

　
　
　
�　
入
学
者
選
抜
事
務
に
は
，
複
数
の
職
員
が
関
係
す
る
こ
と
か
ら
，
事
務
処
理
に
漏
れ
が
無
い
よ
う
に
担
当
者

間
で
緊
密
に
連
絡
を
取
り
な
が
ら
，
複
数
の
職
員
が
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
事
務
職
員
と
入
試
担
当
教
員
（
教
務
部
）
は
，
収
入
証
紙
へ
の
消
印
が
必
要
な
こ
と
を
入
学
願
書
受
付
前
に

確
認
す
る
と
と
も
に
，
事
務
室
の
み
で
行
っ
て
い
た
入
学
願
書
等
の
受
付
は
，
入
試
担
当
教
員
が
同
席
し
，
収

入
証
紙
へ
の
消
印
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
�　
ま
た
，
証
紙
貼
用
実
績
簿
と
の
照
合
は
，
複
数
の
職
員
で
行
い
，
実
績
簿
へ
の
押
印
は
，
事
務
室
全
員
で
行

う
こ
と
と
し
た
。

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
5
号

　
吉
田
川
吉
田
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
66条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
送
達
す

べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
，
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
令
和
４
年
６
月
24日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
送
達
す
べ
き
書
類

　
　
令
和
４
年
６
月
16日
付
け
宮
収
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和
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年
６
月
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付
け
権
利
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得
裁
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２
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達
を
受
け
る
べ
き
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池
　
辰
雄

　
　
　
住
所
・
常
居
所
不
明

　
　
　
た
だ
し
，
最
後
に
判
明
し
た
住
所

　
　
　
A
venida�Itaborai,�594�Bosque�da�Saude,�Sao�Paulo-SP,�Brasil

　
　
不
明
（
池
孝
の
子
又
は
そ
の
相
続
人
）

　
　
K
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O
�K
O
BA
Y
A
SH
I�M
A
T
SU
M
O
T
O
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SH
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D
Y
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O
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Y
A
SH
I

　
　
　
Rua�Rene�Pron,�69�V

ila�Suica�Santo�A
ndré�SP

　
　
SU
M
IK
O
�K
O
BA
Y
A
SH
I�M
A
T
SU
M
O
T
O

　
　
　
Rua�T

enente�Paulo�A
lves,�223�V

ila�Elisio�Sao�Paulo�SP

　
　
IO
SH
IA
K
I�K
O
BA
Y
A
SH
I

　
　
　
Rua�A

l�Pegaso,�00090�Portal�D
as�Estrelas�Ⅰ

�Boituva�SP
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宮城県市町村職員共済組合令和３年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 町 村 一部事務組合等 合　　計
13 20 1 17 51

２　組合員数及び標準報酬の月額は，次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　般 市町村長 特定消防 長　期 市町村長長期 船員一般 任意継続 合計
組 合 員 数（人） 17,066 33 1,806 2 1 10 279 19,197

標準報酬の月額（千円）
長期 6,062,360 21,330 647,860 830 650 4,050 6,737,080
短期 6,321,880 27,900 647,860 830 750 4,050 93,480 7,096,750

１人当たり標準報酬の月額
� （円）

長期 355,230 646,364 358,726 415,000 650,000 405,000 356,120
短期 370,437 845,455 358,726 415,000 750,000 405,000 335,054 369,680

３　組合職員の数は，次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資 計
人　　　　　員 21 3 25 2 1 1 53

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。
� （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理 業　務 保　健 宿　泊 貯　金 貸　付 物　資

（収　　　入）

負担金 �5,651,729��14,947,120� �786,880� �102,131� �214,049� �177,583�

掛金・保険料 �5,757,358� �9,568,682� �786,871� �173,052�

施設収入・商品売上 �174,973�

連合会交付金 �53� �85,077� �207�

利息及び配当金 �3,744� �12,783� �5,293� �740� �1,586� �1,842� �627,387� �24,156�

その他収入 �783,220� �978� �14,024� �28,090� �433,371� �31� �11,896�

他経理からの繰入金 �35,780� �90,000�

前年度繰越支払準備金 �741,516�

計 �12,937,620��24,515,802� �1,573,751� �102,131� �12,783� �5,293� �336,624� �366,245� �294,905� �1,060,758� �24,394� �11,896�

（支　　　出）

給付金 �5,265,807�

負担金払込金 �14,947,120� �786,880� �102,131�

掛金・保険料払込金 �9,568,682� �786,871�

役職員給与 �164,180� �32,726� �105,906� �13,095� �7,557� �5,003�

特定健康診査等費 �22,684�

旅費・事務費 �10,644� �2,323� �1,096� �1,617� �1,382� �129�

商品仕入 �3,473�

飲食材料費 �35,797�

委託費 �4,140� �7,933� �8,384� �39�

支払利息 �12,783� �5,293� �483,752� �12,782� �3,890�

退職者給付拠出金 �76�

前期高齢者納付金 �2,830,804�

後期高齢者支援金 �2,427,587�

病床転換支援金 �7�

介護納付金 �1,276,272�

連合会払込金 �142,074�

連合会拠出金 �531,392�

他経理へ繰入金 �35,780� �90,000�

その他支出 �8,959� �157,282� �260,723� �127,995� �4,320� �2,209� �2,485�

次年度繰越支払準備金 �794,629�

計 �13,313,387��24,515,802� �1,573,751� �102,131� �12,783� �5,293� �336,246� �416,389� �282,651� �502,823� �23,930� �11,507�

差引当期利益金 �378� �12,254� �557,935� �464� �389�

差引当期損失金 �375,767� �50,144�

年度末支払準備金 �794,629�

年度末資本剰余金 �40,923� �19,404� �1,515,074� �9,673�

年度末利益剰余金 �3,010,530� �370,027� �1,013,889� �97,202� �3,710,766� �642,064� �179,036�
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仙台市職員共済組合令和３年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

市 合　　計
1 1

２　組合員数及び標準報酬の月額は，次のとおりである。

組 合 員 の 種 別 一　　般 市　　長 特定消防 継続長期 任意継続 合　　計
組 合 員 数（人） 8,448 1 1,019 0 77 9,545

標準報酬の月額（千円）
長期 3,634,110 650 442,820 0 4,077,580
短期 3,694,120 1,330 442,880 31,450 4,169,780

１人当たり標準報酬の月額
� （円）

長期 430,174 650,000 434,563 － 430,670
短期 437,277 1,330,000 434,622 408,442 436,855

３　組合職員の数は，次のとおりである。
（単位：人）

経　理　単　位 業　務 貸　付 合　計
人　　　　　員 7 1 8

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。
� （単位：千円）

区　　　　　分 短　期 厚生年金
保　険 退職等年金 経過的長期 退職等年金�

預託金管理 業　務 保　健 貯　金 貸　付

（収　　　入）

負担金 2,933,682 8,814,116 461,542 58,508 40,275 95,655

掛金・保険料 2,961,609 5,629,531 461,475 93,388

利息及び配当金 249 125,927 10,921

その他収入 516,777 45,151 3 98

他経理からの繰入金 13,613

前年度繰越支払準備金 396,883

計 6,808,951 14,443,647 923,017 58,508 249 99,039 189,046 125,927 11,019

（支　　　出）

給付金 3,005,132

役職員給与 40,793 2,411 1,924 7,072

旅費・事務費 9,723 287 125 626

委託費 4,976 14,747 268 256

支払利息 249 80,349 249

連合会払込金 81,426 14,443,647 923,017 58,508

連合会拠出金 304,804

退職者給付拠出金 44

前期高齢者納付金 499,737

後期高齢者支援金 1,378,057

病床転換支援金 4

介護納付金 738,552

他経理へ繰入金 13,613

その他支出 1,564 47,225 204,746 1,011 1,930

次年度繰越支払準備金 441,859

計 6,464,792 14,443,647 923,017 58,508 249 102,717 222,191 83,677 10,133

差引当期利益金 344,159 △ 3,678 △ 33,145 42,250 886

年度末支払準備金 441,859

年度末資本剰余金

年度末利益剰余金 1,649,540 55,837 477,421 542,662 1,179,896


